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1. 概要 

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（以下「技

術基準規則」という。）第11条及び第52条並びにそれらの「実用発電用原子炉及びその附

属施設の技術基準に関する規則の解釈」が適合することを要求している「実用発電用原子

炉及びその附属施設の火災防護に係る審査基準」（平成25年6月19日制定）（以下「火災

防護に係る審査基準」という。）に適合する設計とするため，Ｖ-1-1-7「発電用原子炉施

設の火災防護に関する説明書」（以下「Ｖ-1-1-7」という。）に示す火災感知設備及び消

火設備が，火災防護上重要な機器等の耐震クラス及び重大事故等対処施設の区分に応じ

た地震力に対して耐震性を有することを確認するための耐震計算方針について説明する

ものである。 

火災防護設備の結果は，Ⅴ-2-別添1-2「火災感知器の耐震計算書」，Ⅴ-2-別添1-3「火

災受信機盤の耐震計算書」，Ⅴ-2-別添1-4「ハロンボンベ設備の耐震計算書」，Ⅴ-2-別

添1-5「ハロンガス供給選択弁の耐震計算書」，Ⅴ-2-別添1-6「ハロン消火設備制御盤の

耐震計算書」，Ⅴ-2-別添1-7「二酸化炭素ボンベ設備の耐震計算書」，Ⅴ-2-別添1-8「二

酸化炭素供給選択弁の耐震計算書」，Ⅴ-2-別添1-9「二酸化炭素消火設備制御盤の耐震計

算書」及びⅤ-2-別添1-10「ガス供給配管の耐震計算書」に示すとともに，動的地震力の

水平２方向及び鉛直方向の組合せに対する各設備の影響評価結果を，Ⅴ-2-別添1-11「火

災防護設備の水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価結果」に示す。 
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2. 耐震評価の基本方針 

耐震評価は，「2.1 評価対象設備」に示す評価対象設備を対象として，「3. 荷重及

び荷重の組合せ並びに許容限界」で示す地震力と組み合わすべき他の荷重による応力等

が許容限界内にあることを，「5. 耐震評価方法」に示す評価方法を使用し，「2.2 適

用基準」に示す適用基準を用いて確認する。 

火災感知設備及び消火設備は，その機能を保持できる設計とすることを踏まえ，水平２

方向及び鉛直方向地震力を適切に組み合わせて実施する。影響評価方法は，「5.4 水平

２方向及び鉛直方向地震力の考慮」に示す。 

 

2.1 評価対象設備 

評価対象設備は，Ｖ-1-1-7の「5.1 火災感知設備について」に示す火災感知設備の

うち火災感知器及び火災受信機盤並びにＶ-1-1-7の「5.2 消火設備について」に示す

消火設備のうちハロゲン化物消火設備を構成するハロンボンベ設備，ハロンガス供給

選択弁，ハロン消火設備制御盤及びハロンガス供給配管並びに消火設備のうち二酸化

炭素自動消火設備を構成する二酸化炭素ボンベ設備，二酸化炭素供給選択弁，二酸化

炭素消火設備制御盤及び二酸化炭素供給配管を対象とする（以下，ハロンガス供給配

管及び二酸化炭素供給配管を総称し，「ガス供給配管」という。）。 

Ｖ-1-1-7の「5.1 火災感知設備について」に示す火災感知設備の構造計画を表2-1，

表2-2に，Ｖ-1-1-7の「5.2 消火設備について」に示す消火設備の構造計画を表2-3か

ら表2-6に示す。 
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表2-1 火災防護設備のうち火災感知器の構造計画(1/2) 

機器名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

熱感知器 

煙感知器① 

熱感知器 

煙感知器 

 

各火災感知器

は，取付ボル

トにて固定金

具 に 取 り 付

け，固定金具

を基礎ボルト

により，建屋

壁等の躯体に

据え付ける。 

 

光電分離式 

煙感知器 

光電分離式 

煙感知器 

光電分離式煙

感知器は，取

付ボルトにて

固定金具に取

り付け，固定

金具を基礎ボ

ルトにより，

建屋壁等の躯

体に据え付け

る。 

 

煙感知器 

（防爆） 

熱感知器 

（防爆） 

煙感知器 

（防爆） 

熱感知器 

（防爆） 

各火災感知器

は，取付ボル

トにて固定金

具 に 取 り 付

け，固定金具

を基礎ボルト

により，建屋

天井等の躯体

に 据 え 付 け

る。 

 

  

基礎ボルト（４本止め） 

取付ボルト 

感知器 

固定金具 

基礎ボルト（４本止め） 

感知器 

固定金具 

取付ボルト 

基礎ボルト（４本止め） 

取付ボルト 感知器 

固定金具 
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表2-1 火災防護設備のうち火災感知器の構造計画(2/2) 

機器名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

屋外仕様 

炎感知器 

炎感知器 炎感知器は，

取付ボルトに

て固定金具に

取り付け，固

定金具を基礎

ボ ル ト に よ

り，建屋壁等

の躯体に据え

付ける。 

 

熱感知 

カメラ 

熱感知 

カメラ 

熱感知カメラ

は，取付ボル

トにて固定金

具 に 取 り 付

け，固定金具

を基礎ボルト

により，建屋

壁の躯体に据

え付ける。 

 

煙感知器② 煙感知器 煙 感 知 器 ②

は，取付ボル

トにて固定金

具 に 取 り 付

け，固定金具

を基礎ボルト

により，建屋

床の躯体に据

え付ける。 

 

基礎ボルト（４本止め） 

取付ボルト 

感知器 

固定金具 

基礎ボルト（９本止め） 

取付ボルト 

熱感知カメラ 

固定金具 

煙感知器② 

取付ボルト 

固定金具 

基礎ボルト（８本止め） 
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表2-2 火災防護設備のうち火災受信機盤等の構造計画(1/2) 

機器名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

火災受信機

盤 

火災受信機

盤(壁支持を

含む垂直自

立型) 

火災受信機盤

は，取付ボルト

にて固定金具に

取り付け，固定

金具を基礎ボル

トにより，建屋

躯体に据え付け

る。 

 

制御監視盤 

(垂直自立

形) 

制御監視盤は，

取付ボルトにて

固定金具に取り

付け，固定金具

を基礎ボルトに

より，建屋躯体

に据え付ける。

 

ユーザーコ

ンソールユ

ニット(壁掛

形)  

ユーザーコンソ

ールユニット

は，取付バンド

にて固定金具に

取り付け，固定

金具を基礎ボル

トにより，建屋

躯体に据え付け

る。 

 

取付ボルト 

火災受信機盤 

基礎ボルト 

振れ止め金具 

固定金具 

鉛直方向 

水平方向 

取付ボルト 

制御監視盤 

固定金具 

基礎ボルト 

鉛直方向 

水平方向 

取付 

バンド 

固定金具 

基礎ボルト 

ユーザーコンソール

ユニット 

鉛直方向 

水平方向 
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表2-2 火災防護設備のうち火災受信機盤等の構造計画(2/2) 

機器名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

火災受信機

盤 

モニタ 

(壁掛形) 

モニタの上部及

び下部は，取付

ボルトにて固定

金具に取り付

け，固定金具を

基礎ボルトによ

り，建屋躯体に

据え付ける。 

 

 

 

  

鉛直方向 

水平方向 取付ボルト 

固定金具 基礎ボルト 

モニタ
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表2-3 火災防護設備のうちハロンボンベ設備の構造計画 

設備名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

ハロンボンベ設備 ガスボンベ 

及び容器弁 

容器弁は，ガスボンベにねじ込み

固定する。ガスボンベはラックに

固定し，基礎ボルトによりラック

を建屋床のコンクリート躯体に

据え付ける。 

図2－1 

図2－2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2-1 ハロンボンベ設備 外観図 

 

 

 

 

 

 

図2-2 容器弁 外観図  

平面図 

ラック 
（ボンベ押さえ） 

容器弁 

水平方向 

鉛直方向 

基礎ボルト 

コンクリート躯体 
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表2-4 火災防護設備のうちハロン供給選択弁の構造計画 

設備名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

ハロン供給選択弁 ハロン供給 

選択弁 

容器弁は，ガスボンベにねじ込み

固定する。ガスボンベはラックに

固定し，基礎ボルトによりラック

を建屋床のコンクリート躯体に

据え付ける。 

図2－3 

図2－4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－3 ハロンガス供給選択弁ユニット 外観図 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－4 選択弁 外観図 

ラック 

選択弁 

水平方向 

鉛直方向 

基礎ボルト 

コンクリート躯体 

集合管 

選択弁 

基礎ボルト 
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表 2-5 火災防護設備のうち二酸化炭素ボンベ設備の構造計画 

設備名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

二酸化炭素ボンベ

設備 

ガスボンベ 

及び容器弁 

容器弁は，ガスボンベにねじ込み

固定する。ガスボンベはラックに

固定し，基礎ボルトによりラック

を建屋床のコンクリート躯体に

据え付ける。 

図2－5 

図2－6 

 

 

 

 

 

図2－5 二酸化炭素ボンベ設備 外観図 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－6 容器弁 外観図 

ラック 
（ボンベ押さえ） 

容器弁 

水平方向 

鉛直方向 

基礎ボルト 

コンクリート躯体 
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表 2-6 火災防護設備のうち二酸化炭素供給選択弁ユニットの構造計画 

設備名称 
計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

二酸化炭素供給選

択弁ユニット 

選択弁及び 

集合管 

選択弁は集合管に取り付けて

固定する。集合管はラックに

固定し，基礎ボルトによりラ

ックを建屋床のコンクリート

躯体に据え付ける。 

図2－7 

図2－8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－7 二酸化炭素供給選択弁ユニット 外観図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2－8 選択弁 外観図 

ラック 
選択弁 

水平方向 

鉛直方向 

基礎ボルト 

コンクリート躯体 

集合管 

選択弁 

基礎ボルト 
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2.2 適用基準 

Ｖ-1-1-7に記載している以下の指針等を適用する。 

・発電用原子力設備規格 設計・建設規格 (ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007) 

（（社）日本機械学会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１－1987)（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 (ＪＥＡＧ４６０１・補

－1984）（（社）日本電気協会） 

・原子力発電所耐震設計技術指針（ＪＥＡＧ４６０１－1991 追補版）（（社）日本電

気協会） 
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2.3 記号の定義 

基礎ボルトの構造強度評価に用いる記号の定義を表2-7～2-20に示す。 

 

表2-7 熱感知器，煙感知器①，光電分離式煙感知器及び屋外仕様炎感知器の応力評価に 

用いる記号の定義 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

ＣＶ 鉛直方向設計震度 － 

ｄ ボルトの呼び径 mm 

Ｆｂ ボルトに作用する引張力（1本当たり） N 

Ｆｂ１ 
鉛直方向地震及び壁取付面に対し左右方向の水平方向地震によ

りボルトに作用する引張力（1本当たり） 
N 

Ｆｂ２ 
鉛直方向地震及び壁取付面に対し前後方向の水平方向地震によ

りボルトに作用する引張力（1本当たり） 
N 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

ｈ１ 取付面から重心までの距離 mm 

 １ 重心と下側ボルト間の距離 mm 

 ａ 左側ボルトと右側ボルト間の水平方向距離 mm 

 ｂ 上側ボルトと下側ボルト間の鉛直方向距離 mm 

ｍ 機器の質量 kg 

ｎ ボルトの本数 － 

ｎｆＨ 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数（水平方

向） 
－ 

ｎｆＶ 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数（鉛直方

向） 
－ 

Ｑｂ ボルトに作用するせん断力 N 

Ｑｂ１ 水平方向地震によりボルトに作用するせん断力 N 

Ｑｂ２ 鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力 N 

π 円周率 － 

σｂ ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルトに生じるせん断応力 MPa 

 

 

 



 

13 

N
T
2
 
補
②

 Ⅴ
-
2
-別

添
1
-
1
 R
1
 

表 2-8 煙感知器（防爆）及び熱感知器（防爆）の応力評価に用いる記号の定義 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

ＣＶ 鉛直方向設計震度 － 

ｄ ボルトの呼び径 mm 

Ｆｂ ボルトに作用する引張力（1本当たり） N 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

ｈ２ 取付面から重心までの距離 mm 

 ２ 重心とボルト間の水平方向距離＊1 mm 

 ３ 重心とボルト間の水平方向距離＊1 mm 

ｍ 機器の質量 kg 

ｎ ボルトの本数 － 

ｎｆ 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 － 

Ｑｂ ボルトに作用するせん断力 N 

π 円周率 － 

σｂ ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルトに生じるせん断応力 MPa 

注記＊１： ２≦ ３ 
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表 2-9 熱感知カメラの応力評価に用いる記号の定義 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

ＣＶ 鉛直方向設計震度 － 

ｄ ボルトの呼び径 mm 

Ｆｂ ボルトに作用する引張力（1本当たり） N 

Ｆｂ１ 
鉛直方向地震及び壁取付面に対し左右方向の水平方向地震によ

りボルトに作用する引張力（1本当たり） 
N 

Ｆｂ２ 
鉛直方向地震及び壁取付面に対し前後方向の水平方向地震によ

りボルトに作用する引張力（1本当たり） 
N 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

ｈ１ 取付面から重心までの距離 mm 

 １ 重心と下側ボルト間の距離 mm 

 ａ 左側ボルトと右側ボルト間の水平方向距離 mm 

 ｂ 上側ボルトと下側ボルト間の鉛直方向距離 mm 

ｍ 機器の質量 kg 

ｎ ボルトの本数 － 

ｎｆＨ 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数（水平方

向） 
－ 

ｎｆＶ 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数（鉛直方

向） 
－ 

Ｑｂ ボルトに作用するせん断力 N 

Ｑｂ１ 水平方向地震によりボルトに作用するせん断力 N 

Ｑｂ２ 鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力 N 

π 円周率 － 

σｂ ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルトに生じるせん断応力 MPa 
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表2-10 煙感知器②の応力評価に用いる記号の定義 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

ＣＶ 鉛直方向設計震度 － 

ｄ ボルトの呼び径 mm 

Ｆｂ ボルトに作用する引張力（1本当たり） N 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

ｈ２ 取付面から重心までの距離 mm 

 ２ 重心とボルト間の水平方向距離＊1 mm 

 ３ 重心とボルト間の水平方向距離＊1 mm 

ｍ 機器の質量 kg 

ｎ ボルトの本数 － 

ｎｆ 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 － 

Ｑｂ ボルトに作用するせん断力 N 

π 円周率 － 

σｂ ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルトに生じるせん断応力 MPa 

注記＊１： ２≦ ３ 
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表 2-11 火災受信機盤の応力評価に用いる記号の定義 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

ＣＶ 鉛直方向設計震度 － 

ｄ ボルトの呼び径 mm 

Ｆｂ ボルトに作用する引張力（1本当たり） N 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

ｈ１ 取付面から重心までの距離 mm 

 １ 重心とボルト間の水平方向距離*1 mm 

 ２ 重心とボルト間の水平方向距離*1 mm 

ｍ 盤の質量 kg 

ｎ ボルトの本数 － 

ｎｆ 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 － 

Ｑｂ ボルトに作用するせん断力 N 

π 円周率 － 

σｂ ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルトに生じるせん断応力 MPa 

注記＊１： １≦ ２ 
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表 2-12 制御監視盤の応力評価に用いる記号の定義 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

ＣＶ 鉛直方向設計震度 － 

ｄ ボルトの呼び径 mm 

Ｆｂ ボルトに作用する引張力（1本当たり） N 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

ｈ１ 取付面から重心までの距離 mm 

 １ 重心とボルト間の水平方向距離*1 mm 

 ２ 重心とボルト間の水平方向距離*1 mm 

ｍ 盤の質量 kg 

ｎ ボルトの本数 － 

ｎｆ 評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 － 

Ｑｂ ボルトに作用するせん断力 N 

π 円周率 － 

σｂ ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルトに生じるせん断応力 MPa 

注記＊１： １≦ ２ 
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表 2-13 ユーザーコンソールユニットの応力評価に用いる記号の定義 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

ＣＶ 鉛直方向設計震度 － 

ｄ ボルトの呼び径 mm 

Ｆｂ ボルトに作用する引張力（1本当たり） N 

Ｆｂ１ 
鉛直方向地震及び壁取付面に対し左右方向の水平方向地震によ

りボルトに作用する引張力（1本当たり） 
N 

Ｆｂ２ 
鉛直方向地震及び壁取付面に対し前後方向の水平方向地震によ

りボルトに作用する引張力（1本当たり） 
N 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

ｈ１ 取付面から重心までの距離 mm 

 １ 重心と下側ボルト間の鉛直方向距離 mm 

 2 上側ボルトと下側ボルト間の鉛直方向距離 mm 

 3 左側ボルトと右側ボルト間の水平方向距離 mm 

ｍ 機器の質量 kg 

ｎ ボルトの本数 － 

ｎｆＨ 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数（水平方

向） 
－ 

ｎｆＶ 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数（鉛直方

向） 
－ 

Ｑｂ ボルトに作用するせん断力 N 

Ｑｂ１ 水平方向地震によりボルトに作用するせん断力 N 

Ｑｂ２ 鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力 N 

π 円周率 － 

σｂ ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルトに生じるせん断応力 MPa 
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表 2-14 モニタの応力評価に用いる記号の定義 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

ＣＶ 鉛直方向設計震度 － 

ｄ ボルトの呼び径 mm 

Ｆｂ ボルトに作用する引張力（1本当たり） N 

Ｆｂ１ 
鉛直方向地震及び壁取付面に対し左右方向の水平方向地震によ

りボルトに作用する引張力（1本当たり） 
N 

Ｆｂ２ 
鉛直方向地震及び壁取付面に対し前後方向の水平方向地震によ

りボルトに作用する引張力（1本当たり） 
N 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

ｈ１ 取付面から重心までの距離 mm 

 １ 重心と下側ボルト間の鉛直方向距離 mm 

 2 上側ボルトと下側ボルト間の鉛直方向距離 mm 

 3 左側ボルトと右側ボルト間の水平方向距離 mm 

ｍ 機器の質量 kg 

ｎ ボルトの本数 － 

ｎｆＨ 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数（水平方

向） 
－ 

ｎｆＶ 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数（鉛直方

向） 
－ 

Ｑｂ ボルトに作用するせん断力 N 

Ｑｂ１ 水平方向地震によりボルトに作用するせん断力 N 

Ｑｂ２ 鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力 N 

π 円周率 － 

σｂ ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルトに生じるせん断応力 MPa 
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表 2-15 ハロンボンベ設備 ラック及び基礎ボルトの応力評価に使用する記号の定義 

記 号 記号の定義 単 位 

Ａ 基礎ボルト断面積 mm2 

Ｆs 基礎ボルトのせん断力 N 

Ｆt 基礎ボルトの引張力 N 

σ ラックの組合せ応力 MPa 

σa ラックの軸応力 MPa 

σb ラックの曲げ応力 MPa 

σbt 基礎ボルトに発生する引張応力 MPa 

τ ラックのせん断応力 MPa 

τb 基礎ボルトに発生するせん断応力 MPa 

τt ねじりモーメントによるせん断応力 MPa 

 

 

表 2-16 ハロンガス供給選択弁ユニット ラック及び基礎ボルトの応力評価に使用する 

記号の定義 

記 号 記号の定義 単 位 

Ａ 基礎ボルト断面積 mm2 

Ｆs 基礎ボルトのせん断力 N 

Ｆt 基礎ボルトの引張力 N 

σ ラックの組合せ応力 MPa 

σa ラックの軸応力 MPa 

σb ラックの曲げ応力 MPa 

σbt 基礎ボルトに発生する引張応力 MPa 

τ ラックのせん断応力 MPa 

τb 基礎ボルトに発生するせん断応力 MPa 

τt ラックのねじりモーメントによるせん断応力 MPa 
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表 2-17 ハロン消火設備制御盤 基礎ボルトの応力評価に使用する記号の定義 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

ＣＶ 鉛直方向設計震度 － 

ｄ ボルトの呼び径 mm 

Ｆｂ ボルトに作用する引張力（1本当たり） N 

Ｆｂ１ 
鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し左右方向の水平方向地震

によりボルトに作用する引張力（１本当たり）（壁掛形） 
N 

Ｆｂ２ 
鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し前後方向の水平方向地震

によりボルトに作用する引張力（１本当たり）（壁掛形） 
N 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

ｈ１ 取付面から重心までの距離 mm 

 １ 重心と下側ボルト間の鉛直方向距離（壁掛形） mm 

 ２ 上側ボルトと下側ボルト間の鉛直方向距離（壁掛形） mm 

 ３ 左側ボルトと右側ボルト間の水平方向距離（壁掛形） mm 

ｍ 盤の質量 kg 

ｎ ボルトの本数 － 

ｎｆＶ 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 

（鉛直方向）（壁掛形） 
－ 

ｎｆＨ 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 

（水平方向）（壁掛形） 
－ 

Ｑｂ ボルトに作用するせん断力 N 

Ｑｂ１ 水平方向地震によりボルトに作用するせん断力（壁掛形） N 

Ｑｂ２ 鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力（壁掛形） N 

π 円周率 － 

σｂ ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルトに生じるせん断応力 MPa 
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表 2-18 二酸化炭素ボンベ設備 ラック及び基礎ボルトの応力評価に使用する記号の定義 

記 号 記号の定義 単 位 

Ａ 基礎ボルト断面積 mm2 

Ｆs 基礎ボルトのせん断力 N 

Ｆt 基礎ボルトの引張力 N 

σ ラックの組合せ応力 MPa 

σa ラックの軸応力 MPa 

σb ラックの曲げ応力 MPa 

σbt 基礎ボルトに発生する引張応力 MPa 

τ ラックのせん断応力 MPa 

τb 基礎ボルトに発生するせん断応力 MPa 

τt ねじりモーメントによるせん断応力 MPa 

 

 

表 2-19 二酸化炭素供給選択弁ユニット ラック及び基礎ボルトの応力評価に使用する 

記号の定義 

記 号 記号の定義 単 位 

Ａ 基礎ボルト断面積 mm2 

Ｆs 基礎ボルトのせん断力 N 

Ｆt 基礎ボルトの引張力 N 

σ ラックの組合せ応力 MPa 

σa ラックの軸応力 MPa 

σb ラックの曲げ応力 MPa 

σbt 基礎ボルトに発生する引張応力 MPa 

τ ラックのせん断応力 MPa 

τb 基礎ボルトに発生するせん断応力 MPa 

τt ラックのねじりモーメントによるせん断応力 MPa 
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表 2-20 二酸化炭素消火設備制御盤 基礎ボルトの応力評価に使用する記号の定義 

記号 記号の説明 単位 

Ａｂ ボルトの軸断面積 mm2 

ＣＨ 水平方向設計震度 － 

ＣＶ 鉛直方向設計震度 － 

ｄ ボルトの呼び径 mm 

Ｆｂ ボルトに作用する引張力（1本当たり） N 

Ｆｂ１ 
鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し左右方向の水平方向地震

によりボルトに作用する引張力（１本当たり）（壁掛形） 
N 

Ｆｂ２ 
鉛直方向地震及び壁掛盤取付面に対し前後方向の水平方向地震

によりボルトに作用する引張力（１本当たり）（壁掛形） 
N 

ｇ 重力加速度（＝9.80665） m/s2 

ｈ１ 取付面から重心までの距離 mm 

 １ 重心と下側ボルト間の鉛直方向距離（壁掛形） mm 

 ２ 上側ボルトと下側ボルト間の鉛直方向距離（壁掛形） mm 

 ３ 左側ボルトと右側ボルト間の水平方向距離（壁掛形） mm 

ｍ 盤の質量 kg 

ｎ ボルトの本数 － 

ｎｆＶ 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 

（鉛直方向）（壁掛形） 
－ 

ｎｆＨ 
評価上引張力を受けるとして期待するボルトの本数 

（水平方向）（壁掛形） 
－ 

Ｑｂ ボルトに作用するせん断力 N 

Ｑｂ１ 水平方向地震によりボルトに作用するせん断力（壁掛形） N 

Ｑｂ２ 鉛直方向地震によりボルトに作用するせん断力（壁掛形） N 

π 円周率 － 

σｂ ボルトに生じる引張応力 MPa 

τｂ ボルトに生じるせん断応力 MPa 
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3. 評価部位及び荷重の組合せ 

火災防護設備における耐震評価のための評価対象を以下に示す。また，荷重及び荷重

の組合せを「3.1 荷重及び荷重の組合せ」に，許容限界を「3.2 許容限界」に示す。 

 

(1) 火災感知器 

a. 基礎ボルト 

火災感知器は，火災起因の荷重は発生しないため，耐震性を有する原子炉建屋

等にボルト等で固定し，主要な構造部材が火災防護上重要な機器等及び重大事

故等対処設備に対する火災の影響を限定し，火災を早期に感知する機能を保持

可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度上の性能目標とし，具体的

には以下に示す構造強度を有する設計とする。 

火災感知器は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，主要な構造部材が，火災

を早期に感知する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

したがって，火災感知器を固定する火災感知器の基礎ボルトの許容限界は，基

準地震動Ｓｓによる地震力に対し，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量

が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを計算によ

り確認する評価方針としていることを踏まえ，Ⅴ-2-1-9「機能維持の基本方針」

に示す「原子力発電所耐震設計技術指針」ＪＥＡＧ４６０１－1987（以下「ＪＥ

ＡＧ４６０１－1987」という。）に準じて許容応力状態ⅣＡＳの許容応力以下と

することを許容限界として設定する。 

 

(2) 火災受信機盤 

a. 基礎ボルト 

火災受信機盤は，火災起因の荷重は発生しないため，耐震性を有する原子炉建

屋等にボルト等で固定し，主要な構造部材が火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，火災を早期に感知する機能を保

持可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度上の性能目標とし，具体

的には以下に示す構造強度を有する設計とする。 

火災受信機盤は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，主要な構造部材が，火

災を早期に感知する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

したがって，火災受信機盤を固定する火災受信機盤の基礎ボルトの許容限界

は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，塑性ひずみが生じる場合であっても，

その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有することを計

算により確認する評価方針としていることを踏まえ，Ⅴ-2-1-9「機能維持の基本

方針」に示すＪＥＡＧ４６０１－1987に準じて許容応力状態ⅣＡＳの許容応力以

下とすることを許容限界として設定する。 
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(3) ハロンボンベ設備 

a. ボンベラック及び基礎ボルト 

ハロンボンベ設備は，火災起因の荷重は発生しないため，耐震性を有する原子

炉建屋等にボルト等で固定し，主要な構造部材が火災防護上重要な機器等及び

重大事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，火災を早期に消火する機能

を保持可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度上の性能目標とし，

具体的には以下に示す構造強度を有する設計とする。 

ハロンボンベ設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，主要な構造部材が，

火災を早期に消火する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

したがって，ハロンボンベ設備の構成品であるボンベラック及び基礎ボルト

の許容限界は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，塑性ひずみが生じる場合で

あっても，その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有す

ることを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，ＪＥＡＧ４６

０１－1987に準じて許容応力状態ⅣＡＳの許容応力以下とすることを許容限界

として設定する。 

 

(4) ハロンガス供給選択弁 

a. 弁ラック及び基礎ボルト 

ハロンガス供給選択弁は，火災起因の荷重は発生しないため，耐震性を有する

原子炉建屋等にボルト等で固定し，主要な構造部材が火災防護上重要な機器等

及び重大事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，火災を早期に感知する

機能を保持可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度上の性能目標と

し，具体的には以下に示す構造強度を有する設計とする。 

ハロンガス供給選択弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，主要な構造部

材が，火災を早期に消火する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

したがって，ハロンガス供給選択弁の構成品である弁ラック及びハロンガス

供給選択弁の基礎ボルトの許容限界は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，塑

性ひずみが生じる場合であっても，その量が微小なレベルに留まって破断延性

限界に十分な余裕を有することを計算により確認する評価方針としていること

を踏まえ，ＪＥＡＧ４６０１－1987に準じて許容応力状態ⅣＡＳの許容応力以下

とすることを許容限界として設定する。 

 

(5) ハロン消火設備制御盤 

a. 基礎ボルト 
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ハロン消火設備制御盤は，火災起因の荷重は発生しないため，耐震性を有する

原子炉建屋等にボルト等で固定し，主要な構造部材が火災防護上重要な機器等

及び重大事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，火災を早期に感知する

機能を保持可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度上の性能目標と

し，具体的には以下に示す構造強度を有する設計とする。 

ハロン消火設備制御盤は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，主要な構造部

材が，火災を早期に消火する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

したがって，ハロン消火設備制御盤を固定するハロン消火設備制御盤の基礎

ボルトの許容限界は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，塑性ひずみが生じる

場合であっても，その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕

を有することを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，Ⅴ-2-1-

9「機能維持の基本方針」に示すＪＥＡＧ４６０１－1987に準じて許容応力状態

ⅣＡＳの許容応力以下とすることを許容限界として設定する。 

 

(6) 二酸化炭素ボンベ設備 

a. ボンベラック及び基礎ボルト 

二酸化炭素ボンベ設備は，火災起因の荷重は発生しないため，耐震性を有する

原子炉建屋等にボルト等で固定し，主要な構造部材が火災防護上重要な機器等

及び重大事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，火災を早期に消火する

機能を保持可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度上の性能目標と

し，具体的には以下に示す構造強度を有する設計とする。 

二酸化炭素ボンベ設備は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，主要な構造部

材が，火災を早期に消火する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

したがって，二酸化炭素ボンベ設備の構成品であるボンベラック及び二酸化

炭素ボンベ設備の基礎ボルトの許容限界は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対

し，塑性ひずみが生じる場合であっても，その量が微小なレベルに留まって破

断延性限界に十分な余裕を有することを計算により確認する評価方針としてい

ることを踏まえ，Ⅴ-2-1-9「機能維持の基本方針」に示すＪＥＡＧ４６０１－

1987に準じて許容応力状態ⅣＡＳの許容応力以下とすることを許容限界として

設定する。 

 

(7) 二酸化炭素供給選択弁 

a. 弁ラック及び基礎ボルト 

二酸化炭素供給選択弁は，火災起因の荷重は発生しないため，耐震性を有する

原子炉建屋等にボルト等で固定し，主要な構造部材が火災防護上重要な機器等

及び重大事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，火災を早期に消火する
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機能を保持可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度上の性能目標と

し，具体的には以下に示す構造強度を有する設計とする。 

二酸化炭素供給選択弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，主要な構造部

材が，火災を早期に消火する機能を保持可能な構造強度を有する設計とする。 

したがって，二酸化炭素供給選択弁の構成品である弁ラック及び二酸化炭素

供給選択弁の基礎ボルトの許容限界は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，塑

性ひずみが生じる場合であっても，その量が微小なレベルに留まって破断延性

限界に十分な余裕を有することを計算により確認する評価方針としていること

を踏まえ，Ⅴ-2-1-9「機能維持の基本方針」に示すＪＥＡＧ４６０１－1987に準

じて許容応力状態ⅣＡＳの許容応力以下とすることを許容限界として設定する。 

 

 (8) 二酸化炭素消火設備制御盤 

a. 基礎ボルト 

二酸化炭素消火設備制御盤は，火災起因の荷重は発生しないため，耐震性を有

する原子炉建屋等にボルト等で固定し，主要な構造部材が火災防護上重要な機

器等及び重大事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，火災を早期に消火

する機能を保持可能な構造強度を有する設計とすることを構造強度上の性能目

標とし，具体的には以下に示す構造強度を有する設計とする。 

二酸化炭素消火設備制御盤は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，主要な構

造部材が，火災を早期に感知する機能を保持可能な構造強度を有する設計とす

る。 

したがって，二酸化炭素消火設備制御盤を固定する二酸化炭素消火設備制御

盤の基礎ボルトの許容限界は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，塑性ひずみ

が生じる場合であっても，その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十

分な余裕を有することを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，

Ⅴ-2-1-9「機能維持の基本方針」に示すＪＥＡＧ４６０１－1987に準じて許容応

力状態ⅣＡＳの許容応力以下とすることを許容限界として設定する。 

 

 (9) ガス供給配管 

ガス供給配管は，火災起因の荷重は発生しないため，耐震性を有する原子炉建

屋等にボルト等で固定し，主要な構造部材が，火災防護上重要な機器等及び重大

事故等対処設備に対する火災の影響を限定し，火災を早期に消火する機能を保持

可能な構造強度を有する設計とする。 

したがって，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，供給配管が塑性ひずみを生

じる場合であっても，その量が微小なレベルに留まって破断延性限界に十分な余

裕を有することを計算により確認する評価方針としていることを踏まえ，Ⅴ-2-
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1-9「機能維持の基本方針」に示すＪＥＡＧ４６０１－1987に準じて許容応力状態

ⅣＡＳの許容応力以下とすることを許容限界として設定する。 

 

3.1 荷重及び荷重の組合せ 

3.1.1 荷重の種類 

荷重は，Ｖ-1-1-7の「5.1 火災感知設備について」及び「5.2 消火設備につ

いて」に示す以下の荷重を用いる。 

(1) 死荷重（Ｄ） 

死荷重は，持続的に生じる荷重であり，Ｖ-1-1-7の「5.1 火災感知設備につい

て」及び「5.2 消火設備について」に示すとおり，自重とする。 

(2) 内圧荷重（ＰＤ） 

内圧荷重は，Ｖ-1-1-7の「5.2 消火設備について」に示すとおり，当該設備に

設計上定める最高使用圧力による荷重とする。 

(3) 地震荷重（Ｓｓ） 

地震荷重は，Ｖ-1-1-7の「5.1 火災感知設備について」及び「5.2 消火設備に

ついて」に示すとおり，基準地震動Ｓｓに伴う地震力とする。 

耐震計算における動的地震力の水平２方向及び鉛直方向の組合せについては，

機器の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の可能

性があるものを抽出し，耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

3.1.2 荷重の組合せ 

荷重の組合せは，火災起因の荷重は発生しないため，Ⅴ-2-1-9「機能維持の基

本方針」の「3.1 構造強度上の制限」に示す，機器，配管系の荷重の組合せを用

いる。 

評価対象部位ごとの荷重及び荷重の組合せを表3-1に示す。 
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3.2 許容限界 

許容限界は，Ｖ-1-1-7の「5.1 火災感知設備について」及び「5.2 消火設備につ

いて」に示す設備ごとの構造強度上の性能目標に従い，評価対象部位ごとに設定する。 

評価対象部位ごとの許容限界を表3-1に示す。 

各設備の許容限界の詳細は，各計算書にて評価対象部位の機能損傷モードを考慮し，

評価項目を選定し，表3-2，表3-3，表3-4に評価項目ごとの許容限界を示す。 

 

 

 

 

  



 

 

3
0
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表3-1 設備ごとの荷重の組合せ及び許容限界 

設備名称 荷重の組合せ 評価対象部位
機能損傷モード 

許容限界 
応力等の状態 限界状態 

火災感知器 Ｄ＋Ｓｓ 基礎ボルト 引張，せん断 部材の降伏 ＪＥＡＧ４６０１－1987

に準じて，許容応力状態

ⅣＡＳの許容応力以下とす

る。 

火災受信機盤 Ｄ＋Ｓｓ 基礎ボルト 引張，せん断 部材の降伏 

ハロンボンベ設備 Ｄ＋Ｓｓ 
ボンベラック 組合せ 部材の降伏 

基礎ボルト 引張，せん断 部材の降伏 

ハロンガス 

供給選択弁 
Ｄ＋Ｓｓ 

弁ラック 組合せ 部材の降伏 

基礎ボルト 引張，せん断 部材の降伏 

ハロン消火設備制

御盤 
Ｄ＋Ｓｓ 基礎ボルト 引張，せん断 部材の降伏 

二酸化炭素ボンベ

設備 
Ｄ＋Ｓｓ 

ボンベラック 組合せ 
部材の降伏 

基礎ボルト 引張，せん断 

二酸化炭素 

供給選択弁 
Ｄ＋Ｓｓ 

弁ラック 組合せ 部材の降伏 

基礎ボルト 引張，せん断 部材の降伏 

二酸化炭素消火設

備制御盤 
Ｄ＋Ｓｓ 基礎ボルト 引張，せん断 部材の降伏 

ガス供給配管 Ｄ＋ＰＤ＋Ｓｓ ガス供給配管

一次応力（曲げ応力含む），

一次＋二次応力， 

一次＋二次＋ピーク応力 

部材の降伏 
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表3-2 基礎ボルトの許容限界 

評価対象 

部位 

耐震設計上の

重要度分類 
荷重の組合せ 

許容応

力状態

許容限界（注1）（注2） 

一次応力 

引張（注3） せん断（注3） 

基礎ボルト Ｃ Ｄ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 1.5・ｆｔ
* 1.5・ｆｓ

* 

（注1）ｆｔ
*,ｆｓ

*：ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007 SSB-3121.1(1)a 及び(2)の本文中，Ｓｙ及

びＳｙ（ＲＴ）を1.2・Ｓｙ及び1.2・Ｓｙ（ＲＴ）と読み替えて算出した値 

(ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007 SSB-3133)。 

（注2)ＪＥＡＧ４６０１・補－1984の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設定する。 

（注3)ボルトにせん断力が作用する場合，組合せ評価を実施する。その際の許容応力値は， 

ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007 SSB-3131及び3133に基づき，Min（1.4・（1.5・ｆｔ
*）

－1.6・τｂ，1.5・ｆｔ
*）とする。ここで，τｂはボルトに作用するせん断応力である。 

 

表3-3 ラックの許容限界 

評価対象 

部位 

耐震設計上の

重要度分類 
荷重の組合せ 

許容応 

力状態 

許容限界（注1）（注2） 

一次応力 

組合せ 

ラック Ｃ Ｄ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 1.5・ｆｔ
* 

（注1)ｆｔ
*：ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007 SSB-3121.1(1)a 及び(2)の本文中，Ｓｙ及びＳｙ

（ＲＴ）を1.2・Ｓｙ及び1.2・Ｓｙ（ＲＴ）と読み替えて算出した値(ＪＳＭＥ Ｓ 

ＮＣ１－2005/2007 SSB-3133)。 

（注2）ＪＥＡＧ４６０１・補－1984の「その他の支持構造物の許容応力」に準じて設定する。 

 

表3-4 ガス供給配管の許容限界 

評価対象 

部位 

耐震設計上の

重要度分類 

荷重の 

組合せ 

許容応

力状態

許容限界 

一次応力（曲げ

応力含む） 
一次＋二次応力

一次＋二次＋

ピーク応力 

ガス供給 

配管 
Ｃ Ｄ＋ＰＤ＋Ｓｓ ⅣＡＳ 0.9・Ｓｕ 

Ｓｓ地震動のみによる疲

労解析（注）を行い，疲労累

積係数が1.0以下であるこ

と。ただし，地震動のみに

よる一次＋二次応力の変

動値が2・Ｓｙ以下であれ

ば，疲労解析は行わない。 

（注）2・Ｓｙを超える場合は弾塑性解析を行う。この場合，ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007 

PPB-3536（同(3)，(6)及び(7)を除く。また，Ｓｍは2/3・Ｓｙに読み替える。）の簡易弾塑

性解析を用いる。  
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4. 固有周期 

4.1 固有周期算出方法 

火災感知設備及び消火設備の固有新規は，以下に示す手法により求める。 

・正弦波掃引試験 

・３次元ＦＥＭモデルによる解析 

 

5. 耐震評価方法 

火災感知設備及び消火設備の耐震評価は，以下の「5.1 地震応答解析」，「5.2 構造強度評

価」及び「5.3 機能維持評価」に従って実施する。 

 

5.1 地震応答解析 

火災感知設備及び消火設備の地震応答解析は，以下の「5.1.1 入力地震動」に示す入力地

震動及び「5.1.2 解析方法及び解析モデル」に示す解析方法に従い，「5.1.3 設計用減衰定

数」に示す減衰定数を用いて実施する。 

火災感知設備及び消火設備の地震応答解析フローを図5-1に示す。 

 

5.1.1 入力地震動 

火災感知設備及び消火設備の地震応答解析における入力地震動は，Ⅴ-2-1-7「設計用床

応答曲線の作成方針」に示す。 

 

5.1.2 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析の適用性及び適用限界等を

考慮のうえ，適切な解析法を選定するとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛

性等の各種物性値は，適切な規格及び基準や実験等の結果に基づき設定する。 

火災感知設備及び消火設備の地震応答解析は，以下の方法に従い実施する。 

 

(1) スペクトルモーダル法による解析 

消火設備のうちガス供給配管は，熱的条件及び口径を踏まえ低温配管に分類し，その仕

様に応じて適切なモデルに置換し，入力地震動において発生する荷重をスペクトルモー

ダル解析法により求める。 

解析の概要を以下に示す。 

a. スペクトルモーダル解析法における最大値は，二乗和平方根(SRSS)法により求める。 

b. 許容応力についてＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－2005/2007の付録材料図表を用いて計算す

る際に，温度が図表記載温度の中間の値の場合は，比例法を用いて計算する。ただし，

比例法を用いる場合の端数処理は，小数第１位以下を切り捨てた値を用いるものとする。 

c. 耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。 
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(2) ３次元ＦＥＭモデルによる解析 

「2.1 評価対象設備」に示す評価対象設備のうち，解析により固有値等の評価を行う

設備は，当該設備を３次元ＦＥＭモデルにてモデル化し，固有振動数を算出する。 

解析の概要を以下に示す。 

a. 評価対象部位をはり要素としてモデル化した３次元ＦＥＭモデルによる地震応答解析

を実施する。 

b. 評価に用いる解析コードの検証及び妥当性確認等の概要については，Ｖ-5-1「計算機

プログラム（解析コード）の概要 ・MSC NASTRAN」に示す。 

c. 拘束条件として，基礎ボルト点を並進３方向固定として設定する。 

d. 許容応力についてＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１-2005/2007の付録材料図表を用いて計算する

際に，温度が図表記載温度の中間の値の場合は，比例法を用いて計算する。ただし，比

例法を用いる場合の端数処理は，小数第１位以下を切り捨てた値を用いるものとする。 

e. 耐震計算に用いる寸法は，公称値を使用する。 

 

5.1.3 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる減衰定数は，Ⅴ-2-1-6「地震応答解析の基本方針」に記載され

ている減衰定数又は試験等で妥当性が確認された値を用いる。 
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図5-1 火災感知設備及び消火設備の地震応答解析フロー 

  

固有値解析 

設計用地震力 

地震応答解析 

構造強度評価 機能維持評価 

地震における応力 評価用加速度 

有限要素法モデル作成 正弦波掃引試験 

解析モデル設定 
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5.2 構造強度評価 

火災感知設備及び消火設備の構造強度評価は，「3.1 荷重及び荷重の組合せ」に示す荷重

の組合せに対して，「5.1 地震応答解析」で示す地震応答解析により求める荷重から算出す

る発生応力，又は評価対象設備の応答加速度から算出する発生応力が「3.2 許容限界」に示

す許容応力以下となることを確認する。 

固有周期が0.05 s以下の剛構造である場合は，その機器の設置床面の最大床加速度の1.2倍

の加速度から発生応力を算出する。 

火災感知設備及び消火設備の構造強度評価は，以下に示す評価手法により実施する。 

・１質点系モデルによる構造強度評価 

正弦波掃引試験により固有振動数の測定を行う設備は，正弦波掃引試験で得られた固

有振動数に応じて応答加速度を算出し，設備の重心位置に質量を集中させた１質点系モ

デルに対して，構造強度評価を実施する。 

 

・３次元ＦＥＭモデルによる解析 

３次元ＦＥＭモデルによる解析を実施する設備は，解析により求めた荷重を用いて構

造強度評価を実施する。 

 

ガス供給配管は，「Ⅴ-2-1-14-6 管の応力計算書及び耐震性についての計算書作成の基本

方針」に基づき，管の構造強度評価を実施する。 

ガス供給配管の支持構造物は，「Ｖ-2-1-11 機器・配管の耐震支持設計方針」に基づき，

配管を支持する支持構造物のうち，種類及び型式ごとの最大反力が発生している支持構造物

の強度及び耐震性について計算し，十分な強度及び耐震性を有していることを確認する。 

 

以下に各設備の具体的な評価方法を示す。 

 

5.2.1 火災感知器 

構造強度評価モデルは，１質点系モデルであり，各設備の重心位置に地震荷重が作用するも

のとする。火災感知器については，保守的な評価とするため，重心位置を火災感知器の先端と

する。 

 

(1) 熱感知器，煙感知器①，光電分離式煙感知器及び屋外仕様炎感知器の構造強度評価 

評価条件を用いて，以下の式により熱感知器，煙感知器①，光電分離式煙感知器及び屋

外仕様炎感知器における基礎ボルトの発生応力を算出する。 

熱感知器，煙感知器①，光電分離式煙感知器及び屋外仕様炎感知器の構造強度評価モデ

ルを図5-1に示す。 

 

a. 引張応力計算 

基礎ボルトに対する引張力は，最も厳しい条件として，図5-1で最外列のボルトを支

点とする転倒を考え，これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。 
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(a) 引張力 

イ. 基礎ボルトに作用する引張力（Ｆｂ） 

  Ｆ
ｂ
＝Ｍａｘ  Ｆ

ｂ１
，Ｆ

ｂ２
  ・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.1） 

ロ. 鉛直方向地震及び左右方向の水平方向地震により基礎ボルトに作用する 

引張力（Ｆｂ１） 

  Ｆ
ｂ１

＝ｍ・ｇ・  Ｃ
Ｈ
・ｈ

１

ｎ
ｆＨ

・ 
ａ

+  １＋Ｃ
Ｖ

 ・ｈ
１

ｎ
ｆＶ

・ 
ｂ

   ・・・・・（5.2.1.2） 
ハ. 鉛直方向地震及び前後方向の水平方向地震により基礎ボルトに作用する 

引張力（Ｆｂ２） 

  Ｆ
ｂ２

＝ｍ・ｇ・  Ｃ
Ｈ
・ 

１
＋  １＋Ｃ

Ｖ
 ・ｈ

１

ｎ
ｆＶ

・ 
ｂ

  ・・・・・・（5.2.1.3） 
 

(b) 引張応力 

イ. 基礎ボルトに生じる引張応力（σｂ） 

  σｂ＝
Ｆ

ｂ

Ａ
ｂ

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.4） 

ロ. ボルトの軸断面積（Ａｂ） 

  Ａ
ｂ
＝

π

４
・ｄ

2
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.5） 

b. せん断応力計算 

基礎ボルトに対するせん断力は，ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

(a) せん断力 

イ. 基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ） 

  Ｑ
ｂ
＝  Ｑ

ｂ１
 ２＋  Ｑ

ｂ２
 ２   ・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.6） 

ロ. 水平方向地震により基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ１） 

  Ｑ
ｂ１

＝ｍ・ｇ・Ｃ
Ｈ
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.7） 

ハ. 鉛直方向地震により基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ２） 

  Ｑ
ｂ２

＝ｍ・ｇ・  １＋Ｃ
Ｖ

    ・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.8） 

 

(b) せん断応力 

イ. 基礎ボルトに生じるせん断応力（τｂ） 
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  τ
ｂ
＝

Ｑ
ｂ

ｎ・Ａ
ｂ

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.9） 

 

 

 

 

図5-1 熱感知器，煙感知器①，光電分離式煙感知器及び屋外仕様炎感知器 

構造強度評価モデル 
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(2) 煙感知器（防爆）及び熱感知器（防爆）の構造強度評価 

評価条件を用いて，以下の式により煙感知器（防爆）及び熱感知器（防爆）における基

礎ボルトの発生応力を算出する。 

煙感知器（防爆）及び熱感知器（防爆）の構造強度評価モデルを図5-2に示す。 

 

a. 引張応力計算 

基礎ボルトに対する引張力は，最も厳しい条件として，図5-2で最外列のボルトを支

点とする転倒を考え，これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。 

(a) 引張力 

イ. 基礎ボルトに作用する引張力（Ｆｂ） 

  Ｆ
ｂ
＝

ｍ・Ｃ
Ｈ
・ｈ

２
・ｇ＋ｍ・  １＋Ｃ

Ｖ
 ・ 

３
・ｇ

ｎ
ｆ
・   

２
＋ 

３
  ・・・・（5.2.1.10） 

 

(b) 引張応力 

イ. 基礎ボルトに生じる引張応力（σｂ） 

  σｂ＝
Ｆ

ｂ

Ａ
ｂ

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.11） 

ロ. ボルトの軸断面積（Ａｂ） 

  Ａ
ｂ
＝

π

４
・ｄ

2
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.12） 

 

b. せん断応力計算 

基礎ボルトに対するせん断力は，ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

(a) せん断力 

イ. 基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ） 

  Ｑ
ｂ
＝ｍ・Ｃ

Ｈ
・ｇ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.13） 

 

(b) せん断応力 

イ. 基礎ボルトに生じるせん断応力（τｂ） 

  τ
ｂ
＝

Ｑ
ｂ

ｎ・Ａ
ｂ

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.14） 
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図5-2 煙感知器（防爆）及び熱感知器（防爆） 構造強度評価モデル 
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(3) 熱感知カメラの構造強度評価 

評価条件を用いて，以下の式により熱感知カメラにおける基礎ボルトの発生応力を算出

する。 

熱感知カメラの構造強度評価モデルを図5-3に示す。 

 

a. 引張応力計算 

基礎ボルトに対する引張力は，最も厳しい条件として，図5-3で最外列のボルトを支

点とする転倒を考え，これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。 

(a) 引張力 

イ. 基礎ボルトに作用する引張力（Ｆｂ） 

  Ｆ
ｂ
＝Ｍａｘ  Ｆ

ｂ１
，Ｆ

ｂ２
      ・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.15） 

ロ. 鉛直方向地震及び左右方向の水平方向地震により基礎ボルトに作用する 

引張力（Ｆｂ１） 

  Ｆ
ｂ１

＝ｍ・ｇ・  Ｃ
Ｈ
・ｈ

１

ｎ
ｆＨ

・ 
ａ

+  １＋Ｃ
Ｖ

 ・ｈ
１

ｎ
ｆＶ

・ 
ｂ

   ・・・・・（5.2.1.16） 
ハ. 鉛直方向地震及び前後方向の水平方向地震により基礎ボルトに作用する 

引張力（Ｆｂ２） 

  Ｆ
ｂ２

＝ｍ・ｇ・  Ｃ
Ｈ
・ 

１
＋  １＋Ｃ

Ｖ
 ・ｈ

１

ｎ
ｆＶ

・ 
ｂ

  ・・・・・・（5.2.1.17） 
 

(b) 引張応力 

イ. 基礎ボルトに生じる引張応力（σｂ） 

  σｂ＝
Ｆ

ｂ

Ａ
ｂ

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.18） 

ロ. ボルトの軸断面積（Ａｂ） 

  Ａ
ｂ
＝

π

４
・ｄ

2
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.19） 
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b. せん断応力計算 

基礎ボルトに対するせん断力は，ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

(a) せん断力 

イ. 基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ） 

  Ｑ
ｂ
＝  Ｑ

ｂ１
 ２＋  Ｑ

ｂ２
 ２   ・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.20） 

ロ. 水平方向地震により基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ１） 

  Ｑ
ｂ１

＝ｍ・ｇ・Ｃ
Ｈ
    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.21） 

ハ. 鉛直方向地震により基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ２） 

  Ｑ
ｂ２

＝ｍ・ｇ・  １＋Ｃ
Ｖ

    ・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.22） 

 

(b) せん断応力 

イ. 基礎ボルトに生じるせん断応力（τｂ） 

  τ
ｂ
＝

Ｑ
ｂ

ｎ・Ａ
ｂ

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.23） 
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図5-3 熱感知カメラ 構造強度評価モデル 
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(4) 煙感知器②の構造強度評価 

評価条件を用いて，以下の式により煙感知器② 短辺方向及び長辺方向における基礎

ボルトの発生応力を算出する。 

煙感知器② 短辺方向及び長辺方向における基礎ボルトの構造強度評価モデルを図5-

4に示す。 

 

a. 引張応力計算 

基礎ボルトに対する引張力は，最も厳しい条件として，図5-4で最外列のボルトを

支点とする転倒を考え，これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。 

(a) 引張力 

イ. 基礎ボルトに作用する引張力（Ｆｂ） 

  Ｆ
ｂ
＝

ｍ・Ｃ
Ｈ
・ｈ

２
・ｇ－ｍ・  １－Ｃ

Ｖ
 ・ ２・ｇ

ｎ
ｆ
・   ２＋ ３  ・・・・（5.2.1.24） 

 

(b) 引張応力 

イ. 基礎ボルトに生じる引張応力（σｂ） 

  σｂ＝
Ｆ

ｂ

Ａ
ｂ

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.25） 

ロ. ボルトの軸断面積（Ａｂ） 

  Ａ
ｂ
＝

π

４
・ｄ

2
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.26） 

 

b. せん断応力計算 

基礎ボルトに対するせん断力は，ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

(a) せん断力 

イ. 基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ） 

  Ｑ
ｂ
＝ｍ・Ｃ

Ｈ
・ｇ   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.27） 

 

(b) せん断応力 

イ. 基礎ボルトに生じるせん断応力（τｂ） 

  τ
ｂ
＝

Ｑ
ｂ

ｎ・Ａ
ｂ

 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.1.28） 
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図5-4 煙感知器② 構造強度評価モデル 
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5.2.2 火災受信機盤 

構造強度モデルは，１質点系モデルであり，火災受信機盤の重心位置に地震荷重が作用

するものとする。 

火災受信機盤は，基礎ボルトにより据え付けるため，基礎ボルトの応力評価モデル及び

評価式にて評価する。 

 

(1) 火災受信機盤の構造強度評価 

a. 短辺方向の構造強度評価 

評価条件を用いて，以下の式により短辺方向における基礎ボルトの発生応力を算出す

る。 

短辺方向における基礎ボルトの構造強度評価モデルを図5-5に示す。 

 

(a) 引張応力計算 

基礎ボルトに対する引張力は，最も厳しい条件として，図5-5で最外列のボルトを

支点とする転倒を考え，これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。 

イ. 引張力 

(イ) 基礎ボルトに作用する引張力（Ｆｂ） 

  Ｆ
ｂ
＝

ｍ・Ｃ
Ｈ
・ｈ

１
・ｇ－ｍ・  １－Ｃ

Ｖ
 ・ 

２
・ｇ

ｎ
ｆ
・   

１
＋ 

２
     ・・・・（5.2.2.1） 

 

ロ. 引張応力 

(イ) 基礎ボルトに生じる引張応力（σｂ） 

  σｂ＝
Ｆ

ｂ

Ａ
ｂ

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.2） 

(ロ) ボルトの軸断面積（Ａｂ） 

  Ａ
ｂ
＝

π

４
・ｄ

2
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.3） 
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(b) せん断応力計算 

基礎ボルトに対するせん断力は，ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

イ. せん断力 

(イ) 基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ） 

  Ｑ
ｂ
＝ｍ・Ｃ

Ｈ
・ｇ     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.4） 

 

ロ. せん断応力 

(イ) 基礎ボルトに生じるせん断応力（τｂ） 

  τ
ｂ
＝

Ｑ
ｂ

ｎ・Ａ
ｂ

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.5） 
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図5-5 火災受信機盤 短辺方向の構造強度評価モデル 
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b. 長辺方向の構造強度評価 

評価条件を用いて，以下の式により長辺方向における基礎ボルトの発生応力を算出す

る。 

長辺方向における基礎ボルトの構造強度評価モデルを図5-6に示す。 

 

(a) 引張応力計算 

基礎ボルトに対する引張力は，最も厳しい条件として，図5-6で最外列のボルトを

支点とする転倒を考え，これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。 

イ. 引張力 

(イ) 基礎ボルトに作用する引張力（Ｆｂ） 

 Ｆ
ｂ
＝

ｍ・ｇ・Ｃ
Ｈ
・ｈ

１
－ｍ・ｇ・  １－Ｃ

Ｖ
 ・ 

１

ｎ
ｆ
・   

２
－ 

１
     ・・・・・（5.2.2.6） 

 

ロ. 引張応力 

(イ) 基礎ボルトに生じる引張応力（σｂ） 

 σｂ＝
Ｆ

ｂ

Ａ
ｂ

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.7） 

(ロ) ボルトの軸断面積（Ａｂ） 

 Ａ
ｂ
＝

π

４
・ｄ

2
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.8） 

 

(b) せん断応力計算 

基礎ボルトに対するせん断力は，ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

イ. せん断力 

(イ) 基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ） 

 Ｑ
ｂ
＝ｍ・ｇ・Ｃ

Ｈ
     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.9） 

 

ロ. せん断応力 

(イ) 基礎ボルトに生じるせん断応力（τｂ） 

 τ
ｂ
＝

Ｑ
ｂ

ｎ・Ａ
ｂ

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.10） 
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図5-6 火災受信機盤 長辺方向の構造強度評価モデル 
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(2) 制御監視盤の構造強度評価 

評価条件を用いて，以下の式により制御監視盤における基礎ボルトの発生応力を算出す

る。 

制御監視盤の構造強度評価モデルを図5-7に示す。 

 

a. 引張応力計算 

基礎ボルトに対する引張力は，最も厳しい条件として，図5-7で最外列のボルトを支

点とする転倒を考え，これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。 

(a) 引張力 

イ. 基礎ボルトに作用する引張力（Ｆｂ） 

  Ｆ
ｂ
＝

ｍ・Ｃ
Ｈ
・ｈ

１
・ｇ－ｍ・  １－Ｃ

Ｖ
 ・ 

１
・ｇ

ｎ
ｆ
・   

１
＋ 

２
     ・・・・（5.2.2.11） 

 

(b) 引張応力 

イ. 基礎ボルトに生じる引張応力（σｂ） 

  σｂ＝
Ｆ

ｂ

Ａ
ｂ

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.12） 

ロ. ボルトの軸断面積（Ａｂ） 

  Ａ
ｂ
＝

π

４
・ｄ

2
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.13） 

 

b. せん断応力計算 

基礎ボルトに対するせん断力は，ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

(a) せん断力 

イ. 基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ） 

  Ｑ
ｂ
＝ｍ・Ｃ

Ｈ
・ｇ     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.14） 

 

(b) せん断応力 

イ. 基礎ボルトに生じるせん断応力（τｂ） 

  τ
ｂ
＝

Ｑ
ｂ

ｎ・Ａ
ｂ

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.15） 
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図5-7 制御監視盤 構造強度評価モデル 
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(3) ユーザーコンソールユニットの構造強度評価 

評価条件を用いて，以下の式によりユーザーコンソールユニットにおける基礎ボルトの

発生応力を算出する。 

ユーザーコンソールユニットの構造強度評価モデルを図5-8に示す。 

 

a. 引張応力計算 

基礎ボルトに対する引張力は，最も厳しい条件として，図5-8で最外列のボルトを支

点とする転倒を考え，これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。 

(a) 引張力 

イ. 基礎ボルトに作用する引張力（Ｆｂ） 

  Ｆ
ｂ
＝Ｍａｘ  Ｆ

ｂ１
，Ｆ

ｂ２
    ・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.16） 

ロ. 鉛直方向地震及び左右方向の水平方向地震により基礎ボルトに作用する 

引張力（Ｆｂ１） 

  Ｆ
ｂ１

＝
ｍ・  １＋Ｃ

Ｖ
 ・ｈ

１
・ｇ

ｎ
ｆＶ

・ 
２

＋
ｍ・Ｃ

Ｈ
・ｈ

１
・ｇ

ｎ
ｆＨ

・ 
３

 ・・・（5.2.2.17） 
ハ. 鉛直方向地震及び前後方向の水平方向地震により基礎ボルトに作用する 

引張力（Ｆｂ２） 

  Ｆ
ｂ２

＝
ｍ・  １＋Ｃ

Ｖ
 ・ｈ

１
・ｇ＋ｍ・Ｃ

Ｈ
・ 

１
・ｇ

ｎ
ｆＶ

・ 
２

 ・・・・（5.2.2.18） 
 

(b) 引張応力 

イ. 基礎ボルトに生じる引張応力（σｂ） 

  σｂ＝
Ｆ

ｂ

Ａ
ｂ

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.19） 

ロ. ボルトの軸断面積（Ａｂ） 

  Ａ
ｂ
＝

π

４
・ｄ

2
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.20） 
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b. せん断応力計算 

基礎ボルトに対するせん断力は，ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

(a) せん断力 

イ. 基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ） 

  Ｑ
ｂ
＝  Ｑ

ｂ１
 ２＋  Ｑ

ｂ２
 ２ ・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.21） 

ロ. 水平方向地震により基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ１） 

  Ｑ
ｂ１

＝ｍ・Ｃ
Ｈ
・ｇ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.22） 

ハ. 鉛直方向地震により基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ２） 

  Ｑ
ｂ２

＝ｍ・  １＋Ｃ
Ｖ

 ・ｇ ・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.23） 

 

(b) せん断応力 

イ. 基礎ボルトに生じるせん断応力（τｂ） 

  τ
ｂ
＝

Ｑ
ｂ

ｎ・Ａ
ｂ

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.24） 
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図5-8 ユーザーコンソールユニット 構造強度評価モデル 
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(4) モニタの構造強度評価 

評価条件を用いて，以下の式によりモニタにおける基礎ボルトの発生応力を算出する。 

モニタの構造強度評価モデルを図5-9に示す。 

 

a. 引張応力計算 

基礎ボルトに対する引張力は，最も厳しい条件として，図5-9で最外列のボルトを支

点とする転倒を考え，これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。 

(a) 引張力 

イ. 基礎ボルトに作用する引張力（Ｆｂ） 

  Ｆ
ｂ
＝Ｍａｘ  Ｆ

ｂ１
，Ｆ

ｂ２
    ・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.25） 

ロ. 鉛直方向地震及び左右方向の水平方向地震により基礎ボルトに作用する 

引張力（Ｆｂ１） 

  Ｆ
ｂ１

＝
ｍ・  １＋Ｃ

Ｖ
 ・ｈ

１
・ｇ

ｎ
ｆＶ

・ 
２

＋
ｍ・Ｃ

Ｈ
・ｈ

１
・ｇ

ｎ
ｆＨ

・ 
３

 ・・・（5.2.2.26） 
ハ. 鉛直方向地震及び前後方向の水平方向地震により基礎ボルトに作用する 

引張力（Ｆｂ２） 

  Ｆ
ｂ２

＝
ｍ・  １＋Ｃ

Ｖ
 ・ｈ

１
・ｇ＋ｍ・Ｃ

Ｈ
・ 

１
・ｇ

ｎ
ｆＶ

・ 
２

 ・・・・（5.2.2.27） 
 

(b) 引張応力 

イ. 基礎ボルトに生じる引張応力（σｂ） 

  σｂ＝
Ｆ

ｂ

Ａ
ｂ

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.28） 

ロ. ボルトの軸断面積（Ａｂ） 

  Ａ
ｂ
＝

π

４
・ｄ

2
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.29） 
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b. せん断応力計算 

基礎ボルトに対するせん断力は，ボルト全本数で受けるものとして計算する。 

(a) せん断力 

イ. 基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ） 

  Ｑ
ｂ
＝  Ｑ

ｂ１
 ２＋  Ｑ

ｂ２
 ２ ・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.30） 

ロ. 水平方向地震により基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ１） 

  Ｑ
ｂ１

＝ｍ・Ｃ
Ｈ
・ｇ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.31） 

ハ. 鉛直方向地震により基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ２） 

  Ｑ
ｂ２

＝ｍ・  １＋Ｃ
Ｖ

 ・ｇ ・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.32） 

 

(b) せん断応力 

イ. 基礎ボルトに生じるせん断応力（τｂ） 

  τ
ｂ
＝

Ｑ
ｂ

ｎ・Ａ
ｂ

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.2.33） 
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図5-9 モニタ 構造強度評価モデル 
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5.2.3 ハロンボンベ設備，ハロン選択弁，二酸化炭素ボンベ設備及び二酸化炭素選択弁 

各ボンベ設備及び各選択弁ユニットについては，3次元FEMモデルによる固有値解析結果

から求めた荷重を用いて構造強度評価を実施する。 

また，「2.1 構造計画」の表2－3から表2－6に示すとおり，ボンベ及び選択弁をラック

に固定し，ラックを基礎ボルトにより据え付けるため，ラック及び基礎ボルト，それぞれ

に対し構造強度評価を実施する。 

 

(1) ラックの構造強度評価 

「5.1.2 解析方法及び解析モデル」にて算出するラックの軸応力，曲げ応力及びせ

ん断応力を用いて，以下の式によりラックの組合せ応力を算出する。 

 

σ= (σa+σb)2+3(τ+τt)2  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.3.1）  

 

(2) 基礎ボルトの構造強度評価 

a. 基礎ボルトに発生する引張応力の算出 

「3. 固有値解析及び構造強度評価」にて算出する基礎ボルトの引張力及び基礎ボル

トの断面積を用いて，以下の式により基礎ボルトの引張応力を算出する。 

 

            σbt= Ｆ
t

Ａ
ｂ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.3.2） 

 

b. 基礎ボルトに発生するせん断応力の算出 

「3. 固有値解析及び構造強度評価」にて算出する基礎ボルトのせん断力及び基礎ボ

ルトの断面積を用いて，以下の式により基礎ボルトのせん断応力を算出する。 

 

            τb=
Ｆ

s

Ａ
ｂ

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.3.3） 
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5.2.4 ハロン消火設備制御盤，二酸化炭素消火設備制御盤の構造強度評価 

構造強度評価モデルは，１質点系モデルであり，各盤の重心位置に地震荷重が作用する

ものとする。 

各盤は，基礎ボルトにより据え付けるため，基礎ボルトの構造強度評価モデル及び評価

式にて評価する。 

 

(1) 構造強度評価 

以下の式により壁掛形における基礎ボルトの発生応力を算出する。 

また，壁掛形における基礎ボルトの構造強度評価モデルを図5－10に示す。 

 

a. 引張応力計算 

基礎ボルトに対する引張力は，最も厳しい条件として，図5－10で最外列のボルトを

支点とする転倒を考え，これを片側の最外列のボルトで受けるものとして計算する。 

(a) 引張力 

イ. 水平方向転倒による引張力（Ｆｂ１） 

 Ｆ
ｂ１

＝
ｍ・  １＋Ｃ

Ｖ
 ・ｈ

１
・ｇ

ｎ
ｆV

・ 
２

＋
ｍ・Ｃ

Ｈ
・ｈ

１
・ｇ

ｎ
ｆH

・ 
３

    ・・・（5.2.4.1） 
 

ロ． 鉛直方向転倒による引張力（Ｆｂ２） 

 Ｆ
ｂ２

＝
ｍ・  １＋Ｃ

Ｖ
 ・ｈ

１
・ｇ＋ｍ・Ｃ

Ｈ
・ 

１
・ｇ

ｎ
ｆV

・ 
２

     ・・・・（5.2.4.2） 
 

ハ． 基礎ボルトに作用する引張力（Ｆｂ） 

 Ｆ
ｂ
＝Ｍａｘ  Ｆ

ｂ１
， Ｆ

ｂ２
        ・・・・・・・・・・・・・・（5.2.4.3） 

 

(b) 引張応力 

イ. 基礎ボルトに生じる引張応力（σｂ） 

 σｂ＝
Ｆ

ｂ

Ａ
ｂ

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.4.4） 

ロ. ボルトの軸断面積（Ａｂ） 

 Ａ
ｂ
＝

π

４
・ｄ

2
 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.4.5） 

 

b. せん断応力計算 

基礎ボルトに対するせん断力は，ボルト全本数で受けるものとして計算する。 
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(a) せん断力 

イ. 水平方向のせん断力（Ｑｂ１） 

  Ｑ
ｂ１

＝ｍ・Ｃ
Ｈ
・ｇ     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.4.6） 

ロ． 鉛直方向のせん断力（Ｑｂ２） 

  Ｑ
ｂ２

＝ｍ・  １＋Ｃ
Ｖ

 ・ｇ    ・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.4.7）  

ハ． 基礎ボルトに作用するせん断力（Ｑｂ） 

 Ｑ
ｂ
＝  Ｑ

ｂ１
 ２＋  Ｑ

ｂ２
 ２    ・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.4.8） 

(b) せん断応力 

イ. 基礎ボルトに生じるせん断応力（τｂ） 

 τ
ｂ
＝

Ｑ
ｂ

ｎ・Ａ
ｂ

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（5.2.4.9） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5－10 壁掛形の構造強度評価モデル 

 

 

 

基礎ボルト 

 ３ 

ｍ・（1＋ＣＶ）・ｇ 

 
１

 

転倒方向（水平方向） 

ｍ・ＣＨ・ｇ 

ｈ１ 

 
２
 

ｍ・（1＋ＣＶ）・ｇ 

ｍ・ＣＨ・ｇ 

転倒方向 

（鉛直方向） 

基礎ボルト 

ｈ１ 

壁 

壁 

基礎ボルト 
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5.3 機能維持評価 

火災感知設備及び消火設備は，基準地震動Ｓｓに対し，火災を早期に感知，消火する動的機

能及び電気的機能を保持することを性能目標としているため，火災感知設備及び消火設備の

構造強度による機能維持，動的機能維持及び電気的機能維持に係る耐震計算の方針は，Ⅴ-2-

1-9「機能維持の基本方針」の「3. 構造強度」及び「4. 機能維持」を用いる。 

 

5.3.1 動的機能維持 

地震時及び地震後に動的機能が要求される機器は，Ｖ-1-1-7の「消火設備について」に

示す設備ごとの構造強度上の性能目標を踏まえ，基準地震動Ｓｓによる当該設備設置床

の最大床加速度が以下に示す機能確認済加速度以下であることを確認する。 

 

(1) 消火設備 

a. ハロンボンベ設備のうち容器弁 

ハロンボンベ設備の構成品である容器弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地

震応答解析により求めたハロンボンベ設備を設置する床の基準地震動Ｓｓによるハロン

ボンベ設備の応答加速度が，設置状態を模擬した加振試験にて容器弁単体の動的機能が

保持できることを確認した加振台の加速度以下であることにより確認する。 

b. ハロンボンベ供給選択弁 

選択弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地震応答解析により求めた選択弁を

設置する床の基準地震動Ｓｓによる最大床加速度が，設置状態を模擬した加振試験にて

選択弁単体の動的機能が保持できることを確認した加振台の加速度以下であることを確

認する。 

c. 二酸化炭素ボンベ設備のうち容器弁 

二酸化炭素ボンベ設備の構成品である容器弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，

地震応答解析により求めた二酸化炭素ボンベ設備を設置する床の基準地震動Ｓｓによる

最大床加速度が，設置状態を模擬した加振試験にて容器弁単体の動的機能が保持できる

ことを確認した加振台の加速度以下であることにより確認する。 

d. 二酸化炭素供給選択弁 

選択弁は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地震応答解析により求めた選択弁を

設置する床の基準地震動Ｓｓによる最大床加速度が，設置状態を模擬した加振試験にて

選択弁単体の動的機能が保持できることを確認した加振台の加速度以下であることを確

認する。 

 

5.3.2 電気的機能維持 

地震時及び地震後に電気的機能が要求される機器は，Ｖ-1-1-7の「5.1 火災感知設備

について」及びＶ-1-1-7の「5.2 消火設備について」に示す設備ごとの構造強度上の性

能目標を踏まえ，基準地震動Ｓｓによる当該設備設置床の最大床加速度が以下に示す機

能確認済加速度以下であることを確認する。 
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(1) 火災感知設備 

a. 火災感知器 

火災感知器は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地震応答解析により求めた火災

感知器を設置する場所の基準地震動Ｓｓによる最大床加速度が，設置状態を模擬した加

振試験にて火災感知器単体の電気的機能が保持できることを確認した加振台の加速度以

下であることにより確認する。 

b. 火災受信機盤 

火災受信機盤は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地震応答解析により求めた火

災受信機盤を設置する場所の基準地震動Ｓｓによる最大床加速度が，設置状態を模擬し

た加振試験にて火災受信機盤単体の電気的機能が保持できることを確認した加振台の加

速度以下であることにより確認する。 

 

(2) 消火設備 

a. ハロン消火設備制御盤 

ハロン消火設備制御盤は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地震応答解析により

求めたハロン消火設備制御盤を設置する場所の基準地震動Ｓｓによる最大床加速度が，

設置状態を模擬した加振試験にてハロン消火設備制御盤単体の電気的機能が保持できる

ことを確認した加振台の加速度以下であることにより確認する。 

b. 二酸化炭素消火設備制御盤 

二酸化炭素消火設備制御盤は，基準地震動Ｓｓによる地震力に対し，地震応答解析に

より求めた二酸化炭素消火設備制御盤を設置する場所の基準地震動Ｓｓによる最大床加

速度が，設置状態を模擬した加振試験にて二酸化炭素消火設備制御盤単体の電気的機能

が保持できることを確認した加振台の加速度以下であることにより確認する。 
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5.4 水平２方向及び鉛直方向地震力の考慮 

基準地震動Ｓｓによる地震力による耐震性評価を実施する火災感知設備及び消火設備に関

する，水平２方向及び鉛直方向の組合せによる影響評価については，Ⅴ-2-1-8「水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」の「4.2 機器・配管系」の評価方針及び

評価方法に基づき評価を行う。 

評価内容及び評価結果は，Ⅴ-2-別添1-7「火災防護設備の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せに関する影響評価結果」に示す。 

 

 


